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1．はじめに

本稿は、今後の国家改革（制度改革）の可能性を推し量るために、2018年

12月のミッシェル連立政権の崩壊＊1後に、2019年5月26日に予定された下院

および欧州議会などの同日選挙＊2を控えてなされた「憲法改正宣言」を検討

するものである。

以下では、憲法改正宣言がなされるに至った経緯に注目して、改正宣言の

内容およびその持つ意味を探りたい。加えて、事務管理内閣の憲法改正宣言

に関する権限についても検討する。

前提として「憲法改正宣言」について確認しておきたい。これは憲法第195

条Ⅰ項に根拠がある。すなわち、「連邦立法権は、ある憲法規定を示して改

正の余地があると宣言する権利を有する。」と定められている。憲法改正を

行うためには、連邦立法権がまず特定の憲法規定を示して改正の余地がある

と宣言することが必要である。この宣言を憲法改正宣言とよぶ。ここで「連

邦立法権」とは、憲法第36条が「連邦立法権は、国王、下院および上院によ
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り、共同して行使される。」と定めているように、国王（連邦政府）、下院お

よび上院の三者をいう。要するに、宣言は三者の共同行為なのである。従っ

て、三者の合意により共同して改正すべき条文を決定する場合、または連邦

政府、下院および上院それぞれが改正宣言の基になる改正リストを作成し、

これら三者のリストに共通して示された条文がある場合に、それが憲法改正

宣言となるのである。因みに、上下両院は、それぞれ投票の過半数でリスト

を決定する。政府内の決定はコンセンサス原則によりなされる。

この憲法改正宣言がなされると、両議院は当然解散となり40日以内に選挙

が行われる。そして、新たに成立した憲法改正権を持つ国会が、改正宣言に

載せられた規定のみについて審議し、改正作業を行うのが憲法改正手続きで

ある（憲法195条、46条Ⅳ項）。このようにベルギーの憲法改正手続きは、①

改正宣言、②解散・総選挙、③所謂改正の三段階で行われる世界の憲法の中

でも最も硬性度の高いものである。

さて、ベルギーでは連邦立法期は通常選挙後5年で終了する（選挙法典105

条Ⅰ項＊3）。この通常の会期終了は、1929年以降行われたことがなく＊4、恒常

化しているのは立法期満了前の終了である。最近は憲法改正宣言によるもの

ばかりである。1978年から、1985年を除いて、各立法期の終了が近づくと改

正に付されるべき条文についての合意がなされてきたからである。というの

は、通常の改正手続きに則って憲法改正を行おうとすると、解散総選挙をし

なくてはならなくなるので、この手間と経費の掛かる手続きを省くために、

会期終了が近づくと憲法改正宣言をして次の立法期間中国会に憲法改正権を

予め付与しておくためである。便法だが、これが会期末を控えた国会の慣例

となっている。

このような次第で、今回も憲法改正宣言が人々の話題に上るようになって

きたのである＊5。ところが、今回はいつもと事情が異なっていた。多数派の

分裂、つまり、連立政権から N-VA（フラマン語系ナショナリスト政党）の
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離脱、により内閣が倒れたからである。ミッシェル内閣を支える多数派は下

院にはおらず（与党は150議席中の38議席に過ぎない）、内閣は事務管理中と

いう特殊な状況が背景にある。だから、下院多数派（野党）と政府とが憲法

改正宣言について合意する可能性は大きく減少した＊6と思われたのである。

第1章 気候変動対策特別法 loi climat 制定の動き

2018年10月のコミューン選挙で環境政党が躍進して以来、政界の風向きが

変わりつつあった。12月に入って、ミッシェル連立政権の雲行きが怪しくな

り始めた頃、ベルギーでも温室効果ガスの排出規制を要求し、気候変動への

早急な対処を求める市民運動が盛り上がりを見せつつあった＊7。衆知のよう

にスウェーデンの少女グレタ・トゥーンベリ Greta Thunberg が8月に始め

た「気候のための学校ストライキ」がソーシャルメディアを通じて世界中に

伝えられ、これに影響された若者達が同じようにストライキを始め、各地で

デモ＊8をするようになり、これに大人も続くようになった。管見の限りでは、

環境政党 Ecolo-Groen（Groen はフラマン語系環境政党）が活発に動き出し、

これにフランデレンの社会党 sp.a が加わり、全ての仏語系政党が続いた。

FGTB（社会党系労組連盟）や CGSP（公共部門労組）なども支持し、若手

研究者達も呼びかけた。こうして政治問題になったのである。各政党にとっ

て、人々の期待に応える役割を勢いのある環境政党だけに与えてはならな

かった。気候温暖化対処が選挙運動のテーマになったのである。大学の専門

家達が法文化し、多くの政党（Ecolo-Groen, PS, sp.a, cdH, DéFI, MR）が共

同提出者となったのが、所謂気候変動対策特別法である（2019年2月6日提

案＊9）。これは、2015年のパリ協定の実現を目指すもので、具体的には連邦

と地域圏との間で分割された気候に関する政策を調整して、一定の思い切っ

た目標を設定し、これを達成しようとするものであった。その後運動は更に
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盛り上がり、3月半ばには、ブリュッセルでは3万人のデモがあり、デモは

ルーヴァン・ラ・ヌーヴ、モンス、ナミュール、トゥルネー、ヘントでもあっ

た。世界では123カ国でデモがあり、パリでは4万人が参加した＊10。

第1節 コンセイユ・デタ立法部の意見および政党の反応

法案提出後、下院議長から意見を求められたコンセイユ・デタ立法部は、

3月4日に回答した＊11。コンセイユ・デタは、法案全21箇条について意見を

述べた。

即ち、法案が憲法の権能分割を尊重していないことを指摘＊12した後で、「コ

ンセイユ・デタは、連邦と地域圏によって気候に関して達成すべき数値目標

を憲法に書き込むやり方に関して提案者に法文を見直すように求め、…単な

る“特別法”によっては全てを定めることができない。」＊13として、いくつか

の選択肢＊14を提示した。例えば、達成すべき数値目標を基本的規定として直

接書き込むために憲法7条の2を改正すること、気候権能を再連邦化するこ

と、法律を可決する前に連邦と地域圏の間で協力協定 accord de coopération

を締結すること、などである。

コンセイユ・デタ立法部の意見による憲法違反の指摘は大変重く、法案の

修正は不可避となった。解決の道筋としての選択肢の提案も下院にとって好

意的で親切に見えるかも知れないが、法的には可能であっても、政治的には

実際には無理なものもある。先ず、提示されたものの中で、王道は「憲法7

条の2の改正」だろう。そこに気候に関する拘束力のある目標を内容とする

特別法制定の義務を書き込む、または、7条の2で直接にこれらの目標を定

めてしまうのである。確かに7条の2は現在有効な2014年の憲法改正宣言に

含まれてはいる。憲法改正には3分の2の多数が必要だが（憲法195条Ⅴ項）、

そのような多数派は現在存在していないし、この立法期に存在してもいな

かった。次に、もう一つの可能性として連邦と地域圏との間の「協力協定の
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締結」であるが、締結には長く複雑な手続きを必要とし、時間が掛かり、直

ぐに実現できるようなものではない＊15。立法期の満了が迫っている。最後に、

「再連邦化」だが、これまでの連邦化の流れに逆行するものとなり、これに

はフラマン語系政党の多くが反対する。

いずれにしろ、コンセイユ・デタの判断が示されたからには、いずれかの

方法を採用せざるを得ないことになった。

各政党は様々な反応を見せた。Ecolo（仏語系環境政党）はこの立法期の

終わりまでに気候変動対策特別法の成立を可能と見て、これを目指して「憲

法7条の2の改正案」を提出した（3／11）。しかし、MR（仏語系自由党）

は、憲法改正は共同体問題というパンドラの箱を再び開けてしまう危険があ

るとして、憲法改正に反対した。しかし、地球温暖化の問題の重要性は認識

しているので、他の方法、協力協定の締結を説いた。cdH（仏語系キリスト

教社会党）も協力協定に賛成した。というのは、最も合理的だし、北部フラ

ンデレンでも賛成が得られやすいと考えたからである。CD&V（フラマン語

系キリスト教社会党）は気候変動対策特別法は憲法違反だと考えていたが、

コンセイユ・デタはこれを確認したとした。OpenVLD（フラマン語系自由

党）は違憲なものは違憲でどうしようもないとの立場だった＊16。

結局、多数派（スウェーデン連立旧与党〔MR,CD&V,OpenVLD,N-VA〕

＋cdH）は、下院保健委員会で協力協定締結の方法を追求しようとした＊17。

Ecolo の共同代表ノレ Nollet は、協力協定は20年前からちゃんと機能した例

しがないとして反対した＊18。

以上の対立状況から、La Libre Belgique 紙や週刊誌 Le Vif などのマスコ

ミは、「気候に関する協力協定締結は選挙前の会期が数週間しか残っていな

いのでこの立法期の間には行えない。憲法改正派は少数なので更に可能性が

ない。他に代替案もないので気候法の成立は望み薄になった。」＊19と判断した。

仏語系民放 TV 局 RTL は、「気候法の採択を次の立法期に延期するのが1
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つの選択肢とした。」＊20

第2節 下院憲法改正委員会での審議

下院憲法改正委員会が、3月19日火曜に Ecolo の請求により開催されるこ

とになった。前週に提出された憲法7条の2の改正案を扱うためである。こ

の改正は国会で審議されている気候変動対策特別法の可決に必要だからであ

る。Ecolo-Groen はこの立法期での成立を望んでいた＊21。MR と OpenVLD

が憲法改正に反対し、CD&V と N-VA が同調した。改正賛成派には、PS、sp.

a、cdH、DéFI（仏語系地域主義政党）がいた＊22。

MR は、7条の2の改正は気候に関する権限の「再連邦化」になると反対

理由を述べた。これは制度のバランスに触れることになるから、パンドラの

箱を開けることになる。改正に賛成して貰うためには他のフラマン語系政党

と制度改革について取引しなくてはならなくなるからだとした。気候変動対

策特別法の提案には署名したが、憲法改正には賛成していないのである。そ

こで、下院会派代表のクラランヴァル David Clarinval が、対案として1980

年の制度改革特別法の改正を提案した。これは既存の法律の改正で対応しよ

うとするもので、地域圏などが思い切った気候目標を達成するための気候政

策の一般原則を定め、協力協定を結ぶ領域を定めようというものであった。

MR にとっては、協力協定が最も有効で迅速な方法であった。しかし、協力

協定の合意に達するには恐らく多くの時間が掛かり、場合によっては不十分

な内容になりかねないこと、また合意が成立してもこれを強制するものがな

いことなどの欠点があった。また、特別法の改正には特別多数（3分の2の

賛成、各言語グループの過半数の賛成）を必要とするので、これはほとんど

困難であった＊23。OpenVLD は、改正を行った場合に、ベルギー国がもし憲

法上の義務を果たさないと、裁判所によりベルギー国が裁かれることになる。

これは裁判官統治の可能性が生じるとして反対した。これに N-VA も賛同
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した24＊。

下院憲法改正委員会は、翌週火曜（3／26）にまた開催されることになっ

た。もし、この日に改正が多数の賛成を集めれば、2日後の木曜日に本会議

にかけられることになる。もっとも、本会議では可決には3分の2の多数を

集めなくてはならないから、改正は難しいと思われた＊25。Ecolo は、対案を

出した MR を改正案反対の元凶と決めつけて非難した＊26。しかし、冷静に

考えれば、MR がたとえ賛成に回っても OpenVLD、CD&V、N-VA が反対

しているので特別法可決のための特別多数は望めないのである。

週が明けた3月25日月曜朝、仏語系公共 TV 局 RTBF の番組 Matin Pre-

mière で憲法7条の2の改正について質問されたミッシェル首相は、「我々

は気候に関して前進する用意ができている。」と断言した。これは改正に反

対しないという意味であり、MR の態度変更を明らかにしたものだった。フ

ラマン語系政党の多くが反対している気候変動対策特別法の早急な採択を認

める趣旨であった。「気候法は目標を定めているだけなので、そこに至る手

段や具体的な措置について本質的な議論を望んでいる。」＊27と続けた。MR は

何故豹変したのだろうか？ 思うに、地球温暖化に対する関心は国民の間に

相当高まっており、このままだと気候法廃案の責任を問われることになり、

間近に迫っている選挙に悪い影響を与えると判断したのではあるまいか。恐

らく法案の可決は難しいが、むしろ政党にとっての利益、つまり環境問題に

真剣に向き合って努力しているという国民に対する印象づけをベストタイミ

ングでしようとしたのだと考える。だから、国民の多くが出掛ける前に見る

月曜朝一のニュース番組だったのだろう。憲法改正委員会は火曜に予定され

ていたから。

これにより政府与党の OpenVLD と CD&V に最大の圧力が掛かることに

なった＊28。委員会は過半数で可決できるが、本会議では3分の2が必要にな

る。もし全員が出席するとすれば、150票のうち100票以上必要になる。しか
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し、欠席と棄権は有効投票に参入されないので、OpenVLD と CD&V が棄

権してくれれば、賛成が少なくても可決の見込みが出てくる。真に自分勝手

な想定ではあるが。

3月26日火曜、下院憲法改正委員会で、賛成9対反対8の僅差で、憲法7

条の2の改正が可決された＊29。MR が賛成に回ったのが大きく影響した。し

かし、次の段階を考えると成立には厳しいものがあった。下院本会議で可決

されなければならないが、ここで OpenVLD と CD&V が賛成してくれなけ

れば万事休すである。これに加えて、気候特別法の可決はもっと困難が待ち

受けている。3分の2の賛成だけでなく、各言語グループの過半数の賛成が

必要だからである。フラマン語言語グループの過半数の賛成はまずあり得な

かった。更に、上院でも憲法7条の2の改正と気候特別法を通さなければな

らないのである。

予想通り、本会議では、賛成76対反対66で憲法7条の2の改正は否決され

た。これにより、下院は、気候法の制定も実質的に否決した＊30ことになった

と思われた。

第2章 憲法改正宣言を巡る動き

気候変動対策特別法の制定を巡る議論の間に、憲法改正宣言を巡る動きは

どの様になっていたのだろうか。3月初めに時間を戻したい。

下院議長ブラック Siegfried Bracke（N-VA）は、5月26日の同日選挙を

控えて、会期終了に目処を付けるためにここ数週間各党と接触していた。彼

は復活祭前の解散を見込んでいたが、「現実的かつ実際的でなければならな

い。国会は憲法改正宣言をしないであろう。…様々な政治グループと接触し

てそれを確認した。個人的には残念だ。…これらの条件の中で国会の解散は

執行権により、勿論国会の多数派の支持を得て、開始されるだろう。」と述
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べた（3／1）＊31。RTL は、「情報源によると、政府の中心政党である MR 内

では憲法改正リストの作成に積極的な雰囲気が見られない。ミッシェル首相

は、選挙後国家改革を行わないというのが彼の選択であるにも拘わらず、今

朝我々の番組の中でこの情報を確認しなかった。この決定がわが国の将来に

とって何故大事かと言えば、選挙前に投票された憲法改正リストなしには、

国の制度の大改造がない、従って N-VA が執心している国家連合 confédéra-

lisme もないということになるからである。」＊32と報道した。

いつ国会の会期を終わりにするか日程は不明確なままであった。まだいく

つかの法案の処理が残っていて、その最たるものが改正宣言であった。下院

議長はその見込みがないと判断していたが、RTBF は、「全ての者がこの考

えである訳ではない。N-VA が望んでいる新たな国家改革以外に、いくつも

の政党が改正したい憲法条文のリストを持っている。特に、Ecolo-Groen や

OpenVLD がそうである。…いずれにせよ、改正すべき条文のリストについ

て多数派を見付けるためおよび国会の審議を終える日を決めるために、来週

には交渉が始まるだろう。」＊33と伝えた。

第1節 各党の憲法改正についての立場

3月中頃の時点では、各党は憲法改正について次のような考えをしていた。

N-VA は、国家改革、具体的には国家連合を実現したい。そのためには憲

法195条をリストに加え憲法改正手続きを簡略化する必要がある。最も早く

国家連合を実現するために憲法の全条文を改正リストに載せることを主張し

ている。

sp.a は、「2024年以降、各種の政府内に少なくとも40％の女性代表を確保

することを優先課題としている。」＊34

OpenVLD は、前文を付加して、そこでベルギー社会の基本価値を確認す

ることおよび基本権を充実させること、いくつかの権限の“再連邦化 refédé-
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ralisation”を求めていた。

CD&V は、“現実的な国家連合 confédéralisme positif”を唱え、次の立法

期には制度改革の準備をして2024年以降に国家改革を行うことを提案してい

る。再連邦化は問題外で、医療 soins de santé の分権を求めている。

Groen は、エネルギーと気候の権能について再連邦化を主張し、1人の大

臣が国全体の政策を調整すべきとしている。

DéFI のドゥ・スメ François De Smet は“Nova Carta”作成を説いた。

彼は、従来の国家改革から離れて、社会の発展に憲法を適応させ、制度を合

理化しシンプルにして、参加・審議民主主義にエネルギーを再注入すべきだ

と説いた。要は、憲法の全面改正の提案である。次の立法期を考慮・準備期

間とし、2024年から改革を始めるとした＊35。如何せん弱小政党の主張なので

実現性はないが、国の将来に姿について大議論を開始すべきとの発想は貴重

だと思われる。

cdH は、フラマン語系とフランス語系の人々の間で制度を巡る新たな不

毛の言い争いでエネルギーを無駄にしたくないので、そのような議論には加

わりたくないのが本音。一定の権限の再連邦化に賛成だが、医療の分権には

反対。今は気候法を成立させるために7条の2の改正に集中すべきと考えて

いる。

Ecolo は、気候の問題以外に、16歳参政権、連邦選挙区、国民投票、基本

権の拡大などを求めている。国の近代化や民主主義の強化の憲法改正には賛

成の立場である。

PS は、市民の日々の生活の改善が優先課題であり、個人の自由の拡充や

倫理的な進歩には賛成の立場であるが、制度改革には反対である。

MR は、“現状維持派”の代表で、改正リストの作成には反対。次の立法

期は“制度改革ストップ”を優先する。第6次国家改革の良好な実施を監督

すべきとした。経済的、社会的、環境的な発展が党にとっての優先課題である。＊36
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以上を整理してみると、改正宣言に前向きな党には3つの傾向がある。

1）社会の現実に憲法を適応させようとするもの…これまでになかった最

近のオリジナルな考え方である。代表は DéFI。言い換えれば、あるべき国

家を追求しようとするものと言える。

2）伝統的な改正を望むもの…従来の国家改革の延長を目指している。N-

VA や CD&V。

3）国家改革以外を主に考えようとするもの…制度問題よりも、基本権の

充実などを優先的に考える。権限の集約や再連邦化には賛成。代表は

OpenVLD や Groen。フラマン語系政党にも柔軟に考えるものが出てきた。

第2節 CD&Vの新提案について

CD&V の主張はこれまでとは変わっている。少し詳しく見てみよう。

党首ワウター・ベーケ Wouter Beke、連邦政府副首相クリス・ペーター

ス Kris Peeters、下院会派代表セルヴェ・フェルフェールストラーテン Ser-

vais Verherstraeten、フランデレン政府大臣ヒルデ・クレヴィツ Hilde Cre-

vits の党指導者4名が、イヴ・ルテルム Yve Leterme、リュック・ヴァン・

デン・ブランド Luc Van den Brande、ヨハン・ソーエンス Johan Sauwens

の党長老3名の支持を得て、De Standaard 紙に発表した案である。

それによると、彼らは第7次国家改革を主張しているが、今すぐにではな

く、2024年からとしている点が新しい。つまり、次期立法期は国家改革は行

わないということである。では、この期間は何をするかというと、この間に

フラマン語系政党が、制度について熟考した上でフランデレン議会で一連の

制度要求を決議するのである（99年の5つの決議を想起されたい）。今回特

徴的なのは、CD&V 指導者達が、この期間中にフランス語系政党にも同じ

ように制度改革について考えて欲しいと誘った点である。そうして、成立す

るであろう2つの提案に基づいて国会で次の国家改革について審議し、改革

ベルギーの憲法改正宣言（M.B.,2019.5.23）について（武居） ―245―

（11）



案を練り上げて、2024年から実際に改革作業を行うことができれば理想的で

ある＊37。CD&V は、「現実的な国家連合 confédéralisme positif」を唱えてい

るが、N-VA のいう国家連合とどこが違うのは定かではない。恐らく、違い

は、「ベルギー連邦内でフランデレンの一層の自治を望んでいる」に過ぎず＊38、

N-VA とは異なり、分離・独立までを要求しているのではないという点であ

ろう。

具体的な例として、保健分野の担当者は、権能の分散に起因する機能障害

などの問題点の存在をよく承知している。要するに一貫性や有効性に欠ける

ところがあるのである。だから、次の立法期にこれについて考えねばならな

いというのが理由である。一層の効率ないし有効性を図りたいのである。だ

からといって、いきなり社会保障 Sécu を分割しようというのでもない＊39。

簡単には名案は浮かばない。だから、次の立法期の5年間じっくり考えて多

くの者が納得できる案を見出そうというのである。

拙速に事を運ぼうというのではなく、お互いにゆっくり考えてからにしよ

うというのは、理に適った方法提案だと評価できる。仏語系の主な政党は、

CD&V の提案するタイム・スケジュールに従えば、主導権を握られ、術中

に嵌まりかねないとの思いから、素直にこの話に乗ってこないのであろうが、

新たな制度の議論はしたくないと拒否するだけでは建設的な態度とは言えな

いのではなかろうか。

N-VA のヤンボン Jan Jambon が、直ぐに反応して、「余りに少なく、余り

に遅い。」と評した＊40。N-VA は、ミッシェル連立政権に加わる時に共同体

問題を棚上げした。これで5年。更に次の立法期に考えるだけで何もしなけ

れば、都合10年間も国家改革から遠ざかることになるのである。CD&V の

提案通りになれば、N-VA にとっては一大事である。10年間も最優先課題で

成果が出せないと、党にとって大きな痛手である。N-VA は、党是を凍結し

て政権入りを目指すか、それとも野党の立場で糊口を凌ぐかの難しい立場に
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追い込まれてしまう。

考えれば考える程、この日程と方法の提案は、よく考えられたものに思え

る。N-VA の主張する国家連合＝制度の Bigbang は、言わば途方もない主張

であり、支持政党が他にないので、中期的にも実現はあり得ない。ところが、

CD&V の提案は現実的で、理に適っていると言える。選挙前のこの提案は、

N-VA を上記のような困難な状態に陥れるだけではなく、同党に流れた改革

を求める層の票の取り戻しをも狙ったもの＊41と言えよう。CD&V には中々

の知恵者がいる。

第3節 憲法改正宣言を巡る動き

話を改正宣言に戻そう。

RTL は、3月10日日曜に、「ミッシェル首相は、今週ブラック下院議長と

国会の作業の今後について会談する。」との情報を伝えた。「選挙は5月26日

に予定されているが、そこに至る方法についてはまだ何も決められていない。

特に憲法改正宣言の投票という選択がなされるかどうかもまだ決められてい

ない。…改正宣言の可決は当然国会の解散と40日以内の選挙人の招集を伴う。

内閣は多数を擁しないので、今回そのようなシナリオが成立するだろうか。

この問題への解答は数日のうちに見付けられねばならない。もし40日の期間

がそのまま適用されるなら、国会は4月の半ばには、…解散されねばならな

い。」と報じた。また、12日付 Le Soir 紙は、「2014‐2019年立法期は、数週間

後に改正宣言なしで終了することがほとんど確実になった。」と報じていた。

下院議長ブラックは、15日、首相との会談後、「正式の解散よりも、下院

は恐らく5月26日の選挙の日まで活動を停止すべき。」と述べ、「何かがあれ

ば、ヴァカンスの時のように、いつでも会議を開くことができる。議長は会

派代表と相談した後、提案するつもりだ。＊42」と述べた。

3月19日火曜、ブラック下院議長は、下院憲法改正委員会において、「連
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邦政府は憲法改正宣言の投票を妨げるであろう。」とその所感を述べた。「下

院と上院が合意しても、政府がこれに続くかどうかは定かではない。」と続

けた。この想定は野党を憤慨させた。

PS のオンクリンクス Onkelinx は、「死に体の政府が、会期の終わりに、

手続きを止めることができるなんて、民主主義に対する犯罪だ。」と断罪し

た。また、与党 OpenVLD のドゥワール Dewael も、「政府が続かないなん

て恥知らずだ。改正条文の提案は、制度改革とは別の領域に関するものだ。

気候、人権など。事務管理内閣が国会の意思をそもそも止めることができる

のか。」と怒った＊43。オンクリンクス（PS）は、「両議院は、政府は事務管

理中なのだから、自分達のリストを押し付けることができる。」と主張した。

これには、デルペレ（cdH、元 UCL 憲法教授）が、「問題なのは三位一体 trinité

ということである。我々は国会と政府の間で行き来する伝統的な法律制定の

過程にあるのではなく、ここでは政府の活動と国会のそれとは自立していて、

それが要求される場面である。」＊44とやんわり釘を刺した。

ここで生じたのは、内閣が事務管理中の場合、憲法改正宣言についてどん

な権限を持つのかという憲法上の問題である。

最初にこの問題が生じたのは1968年であった。1965年に成立した国会は憲

法改正権を持っていたところ、閣内不一致で当時の政府が辞職したからであ

る。この時に、上院は、辞職した大臣の副書があれば国王が改正宣言をする

のを妨げるものはないと考えたが、下院は、辞職した大臣は新たな憲法規定

を含む改正宣言に副署をすることができないと判断した。このように両議院

の判断は分かれたが、結局下院の判断が採用された。つまり、辞職した内閣

の副署の下に行動する国王の権能は、1965年のそれを文字通り写した宣言を

することに限られることになった。1974年にも同じ問題が生じた。諮問を受

けた4名の憲法学者は、辞職した政府は国王の新たな宣言に副署する権限を

持たないと判断した＊45。こうして、辞職した政府によって副署された国王の
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改正宣言は、前回の宣言を再び採用することしかできないとされた。これが

実務＝憲法慣習となった。しかし、2010年5月にルテルム事務管理内閣は新

しい条文を含む憲法改正宣言をした。この時に従来の憲法慣習が改められた

と言って良い。以降、多くの憲法学者は、実際には上院と下院によって採択

された宣言をそのまま書き写すに過ぎないから、辞職した政府が前回のそれ

よりも広い内容を持つ宣言に副署できると考えてきた＊46。

今回は条件が異なる。事務管理内閣は、上・下両院のそれとは異なる内容

のリストを作成できるかどうかが問題だからである。関連規定を見てみよう。

憲法36条は、「連邦立法権は、国王、下院および上院により、共同して行使

される。」と規定している。原文は、Le pouvoir législatif fédéral s’exerce col-

lectivement par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat.である。原

文にある collectivement を「共同して」と訳したのだが、この言葉の意味を

どの様に理解するかが問題である。ユイテンダール Uyttendaele 教授（ULB

法・憲法）は、その概説書で、「立法権の各部門は、宣言に別々に séparément

取り掛かる。ある規定は、下院、上院および国王がそれらの宣言に取り入れ

ていなければ、改正に付されることがない。もし、1つの部門が宣言にある

規定を取り入れていなければ、それは改正されることができない。」＊47と解説

している。連邦立法権を構成する三者が別々に改正宣言を作成し、これらの

宣言に共通する規定のみが改正されうるとしているから、「共同して」とい

う言葉の意味は、三者が一緒になって宣言を作成するという意味ではない。

ならば、三者の判断に違いが生じるのは想定内ということになる。だから、

ベレント Behrendt 教授（ULiège 法・憲法）も、「リストに共通の communes

憲法規定が、《改正に開かれている》」＊48とするのである。

三者はそれぞれの判断に基づき宣言を作成することになる。ベルギー建国

以来過去16回の改正宣言についてみると、実務では、ほとんどの場合に（上

院が下院に先んじた65年、78年、87年の3回を除き）、先ず下院が作成し、
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その後上院が作成し、またその後に内閣が作成している＊49。後に作成する者

は、他部門の作成したリストを参照して作成することにはなるが、それぞれ

が異なることは当然ありうるということが前提である。従って、内閣は、当

然自らの判断に基づき決定できるから、上・下両院のそれと同一のまたはよ

り多くのまたはより少ない条文のリストを作成することができると考えるの

が憲法上適切ということになる。更に補足するならば、前記引用の36条およ

びその他の関連規定を見ても、連邦立法権を構成する三者の1つの国王（実

質的には連邦政府）について、何らの言及もない。このことは、憲法は、憲

法改正宣言作成に関しては、連邦政府について、完全な権限を有する場合と

事務管理の場合とで（そのような事態が生じることは容易に想定できたの

に）その権限について区別をしていないということになる。

3月20日水曜、ブラック下院議長が、最後の本会議を選挙の1箇月前の4

月25日に開きたいと院内会派代表に提案した。これにより、改正宣言がなさ

れなければ、下院は選挙まで活動を停止する意向だと理解された＊50。

副首相ペータースが、「政府は関係閣僚会議で検討はしたが、決定には至っ

ていない。」と述べた（3／21）＊51。それで、各政党は、政府の決定を待たず、

憲法改正委員会で宣言の検討・準備を3月27日水曜から始めることにした＊52。

そして、委員会では、各党は「共同体問題に関する新たな議論なしに憲法法

文の改革をすることで一致を見た。」＊53現状維持派の MR を除き、各党は様々

な提案を始めた。すると、国家連合の実現を求める N-VA は孤立すること

になった。極右などを除き、共同体に関する要求をした唯一の党だったから

である。

ところで、下院憲法改正委員会で各党がそれぞれの提案を開始しようとし

た頃、下院本会議で憲法7条の2の改正が否決されたので、気候変動対策特

別法の審議が暗礁に乗り上げていた。クラランヴァル（MR）は、Ecolo の

頑固さが失敗の原因と指摘した。「必要な多数がないことがよく分かってい
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たのに7条の2の改正に拘ったからだ。」＊54と述べた。

保健委員会は、打開策を見出すために特別法の審議を取り敢えず続行する

ことにしたが、結局下院議員達は、次期立法期まで審議停止を選択すること

になった。と言うのは、舞台裏での協議が思いの外進み、与野党間で妥協が

成立したからである（4／1）。つまり、次の立法期の憲法改正リストに7条

の2を加えるということになった＊55。この妥協が可能になったのは、上述し

たように、3月25日月曜に、政府与党 MR が7条の2の改正容認へ態度変

更したからである。

第3章 憲法改正宣言の作成

となれば、話は早かった。

第1節 下院での審議

4月2日火曜、憲法改正委員会は、次の立法期に改正されうる40箇条ばか

りの憲法条文のリストを可決した。内容は、政府内の男女同数、投票年齢の

引き下げ、連邦選挙区、市民発案権など様々であった。各党の様々な提案の

うち、採決で過半数の支持を得たものがリストに採用された。委員は、198

回意思表明することになった。と言うのは、N-VA と Flaams Belang が憲法

の全条文の改正を要求したからである。

この日、驚くべきことが起こった。N-VA、CD&V、OpenVLD の3党の

賛成により、憲法第1条が改正リストに加えられてしまったからである＊56。

なぜなら、第1条は優れて制度的な性格を持ち、少なくともフラマンの国家

連合主義者にとっては象徴的な意味を持つからである＊57。彼らにとって、「ベ

ルギーは、共同体と地域圏から成る連邦国である。」との規定のうち、最後

の「連邦国」を「国家連合国」に変えてしまえば良いのである。木曜に本会

ベルギーの憲法改正宣言（M.B.,2019.5.23）について（武居） ―251―

（17）



議が予定されているが、フラマン語系議員の方が数多い。仏語系は63名、フ

ラマン語系は87名である。過半数は150票中76票である。恐ろしい事態も想

像されないではないのである。勿論、フラマン語系議員が皆一致団結するこ

とはないし、左翼の sp.a と Groen は当然一線を画すだろうし、中道の CD&

V と OpenVLD はここに至れば考えを改めるであろう。

が、なぜ2党はこんなものに賛成したのだろうか。彼らは争いの元になる

共同体的な改革を望んだのではなく、第1条を通じてベルギー民主主義のい

くつかの基本原則を書き込むことを考えたとのことである。OpenVLD は、

第1条をリストに入れることを望んではいなかったが、国家の宗教的中立を

確立するための前文の付加を拒否されたから、そのようにしたとのことで

あった＊58。MR は、改正条文のリストを非制度的なものに限定して共同体対

立の危険を避けようとしていた＊59。本会議で第1条の改正に賛成しないよう

CD&V と OpenVLD を説得することにした。

ここで、MR の意図を推し量ってみよう。元々、N-VA とは異なり、その

DNA の中に国家連合の考えを持っていないことが先ず挙げられる。次に、

2014‐2019年立法期にミッシェル首相が専念したのは社会・経済問題であり、

この分野でまだまだやるべきことがある。更に、もし次の立法期に共同体問

題を扱い、国家改革をすることになれば、仏語系がまとまる必要が出てくる

から、PS なしではやっていけなくなる。宿敵 PS の政権復帰を許さざるを

得なくなる…これを何としても避けたいのである＊60。ここら辺りが本音であ

ろう。

4日木曜、本会議で、ミッシェル首相は、「下院憲法改正委員会での改正

宣言の可決は共同体的な狂気の沙汰だ。私はこれに反対する。…事務管理中

であるから、共同体的対立の元になる条文を除いた前政権のリストまたは火

曜に採択されたものよりずっと野心的でないリストに留めるつもりである。

政府は次の立法期に改正に開かれる条文のリストを決めていない。…私は政
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府内で制度に関わる条文を含めないように努力する。」＊61と述べ、厳しい態度

で、必要なら政府内で（コンセンサス原則があるから）拒否権を行使すると

した。この否定的発言が憲法改正に積極的なフラマン語系政党を憤激させた。

激しいやり取りとなり、「非常識」や「恥知らず」といった言葉が飛び交った＊62。

ミラー Richard Miller（MR）が、制限的な憲法改正宣言でも、前のもの

をベースにすれば、憲法第Ⅱ編（人権）を含むことになる。ということは、

望むなら（OpenVLD が提案する）価値の議論を許すもの＊63であり、それで

十分 OpenVLD の希望は叶えられるとの説明をしていた。これはどういうこ

とかというと、憲法に新しい規定を加えようとする時には、少し困った問題

が生じる。既存の条文との間に明らかな関連性がないからである。だから、

リストに特定の条文を挙げる訳にはいかないのである。この場合には、例え

ば、ある章や編を挙げて「～の権利に関する新条文を加えるために」といっ

た文章を添えて改正の余地を示すやり方がある。ここでは、人権規定を定め

ている第Ⅱ編が挙げられているからと念押ししているのである。これで

OpenVLD などの人権拡充を望んでいる者達は落ち着くだろうが、ベルギー

では欧州人権条約などの人権保障に関する国際条約が国内適用されているの

で、今それらを憲法に書き込む必要性がどれ程あるのかと考えた時に、その

時宜性については疑問が生じる。

さて、首相がこれだけの物言いをすれば、憲法改正宣言は最小限の内容に

なることがこの時点ではっきりと想定された。

本会議では、sp.a が第1条について態度変更し、棄権から反対に回った＊64。

本会議での投票は拮抗すると見られていたが、第1条は、賛成61票対反対77

票、棄権ゼロで否決された。こうして、下院は5日金曜午前2時半に憲法改

正宣言を可決した。＊6540箇条ばかりがリストに取り入れられた。

翌日、ミッシェル首相は、「事務管理内閣は、改正条文リストを作成する

権利を完全に有している。しかし、《ディ・ルポ首相のリスト》に拘束され

ベルギーの憲法改正宣言（M.B.,2019.5.23）について（武居） ―253―

（19）



ている。所謂《共同体的対立を生む》条文を取り除いたリストである。…こ

のためには政府内でのコンセンサスが必要だが、今のところまだない。

OpenVLD が憲法の充実を望んでいるから。コンセンサスがなければ、政府

はリストを提出できないことになる。」＊66と述べた。ミッシェルが最小限の改

正宣言を望んでいるのは、選挙を間近にして「第2次スウェーデン連立」に

向けて選挙運動中だからである。政権から離脱した N-VA を再び取り込む

目論見があったと思われる。制度改革をする余地がない憲法改正宣言の下で

は、5月26日の選挙結果次第だが、N-VA にとっても社会・経済問題に専念

（これは元々 N-VA の政策でもある）する政権の更新以外に選択の可能性

がなくなるからである＊67。共同体的対立を避けたいとのミッシェルの思いに

は、深謀遠慮があった。

だが、N-VA は決して諦めてはいなかった。ヤンボンは、「次の5月26日

の選挙後に、国家連合への移行は完全に検討可能である。後から憲法を適応

させることにすれば良い。投票権の改革（特に女性への付与の歴史を例とし

て挙げて）、それは憲法がこの意味で適応される前に行われた。…国家連合

を実現するには言語境界の両側の勢力が必要なのは明らかである。PS とは

社会・経済領域では合意がとても難しい。しかし、もし PS がその要求の多

くを取り下げるなら、いつでも議論できる。」＊68と述べていた。政治的には全

く孤立していて、制度改革を可能にする改正宣言の望みも絶たれてしまった

訳だから、これはむしろ党内部に向けた引き締めのためのメッセージとして

みるべきだろう。合意のために何らかの譲歩をするとしたら、それは孤立し

た弱い立場の側が多くをすることになるはずで、自分は譲る気がないと言う

のだから、どこまで本気なのかが見えてこない。

第2節 上院での審議

上院制度問題委員会は、4月23日火曜に憲法改正条文リストを採択した。
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同委員会は、復活祭の休みの前に下院で採択されたリストにいくつかの修正

を加えた。

例えば、上院は改正すべき条文の範囲を精確にすることを心掛けた。第99

条がそれである。執行部内での女性の存在を確保するために、下院は条文全

てを改正対象とした。これは1970年に遡るベルギー連邦制の基本原則の1つ、

「内閣の言語同数制」を含むことになる。上院は、この原則を内容とするⅡ

項を改正対象から外した。次に、制度的な性質のある条文がまだリストの中

に見られたので、国家改革を行わないと決めた政党がこれを取り除いた。ブ

リュッセル首都地域圏の権能に関する第135条の2がそれである。Ecolo は、

PS などの支持を受け、ブリュッセルに二言語教育を導入することを望んだ。

CD&V がこれはそれ自体が国家改革だと評価し、結局 sp.a や N-VA などが

そのような権能を地域圏に付与することに反対した。本来共同体が担当すべ

き性質のものだから。＊69

本会議は、4月26日金曜に改正宣言を可決した。＊70

次に政府のそれが待たれているのだが、連立3党は下院と上院でいくつか

の条文について何度もバラバラに投票していた＊71から、1つのリストに一致

できるかどうかが危ぶまれた。もし、コンセンサスが得られなければ、次の

立法期には如何なる憲法改正も行われなことになる。

第3節 内閣の判断

4月30日火曜、閣議は憲法改正宣言について合意なしに散会した。＊72次の

閣議が予定されてはいるがまだ日程は決められていないとのことだった。こ

の日長く議論したが、問題の解決には至らなかった。与党3党の間で意見の

対立が解けなかったからである。限定的なリストを望む MR と CD&V に対

し OpenVLD は憲法改正に前向きで、社会的な sociétale 問題に関わる条文

を入れることを望んだ。＊73
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5月13日月曜、Le Soir 紙は、「信頼すべき筋から、政府が今週に憲法改正

リストを決定することになったとの情報を得た。」＊74と報じた。この日、政府

与党3党の官房長が集まり、憲法改正宣言について妥協点を見出したからで

ある。＊7517日金曜に閣議が開かれることに。これが選挙前最後のものになる

だろうとのことであった。

5月17日金曜、政府は、改正されうる憲法条文のリストを最後の最後に決

めた。大変に短いリスト（9箇条＋1編）になり、共同体問題に関わるよう

な条文はない。だが、気候法の推進者の希望を叶え、人権の充実を望む者を

満足させる、第7条の2と第Ⅱ編が加えられていた。＊76

すぐさま反応があった。N-VA は、「連邦政府が、下院と上院が提案した

ものから36箇条を削り取っている。」と確認し、院内会派代表ドゥ・ロー

ヴァー De Roover が、「事務管理内閣が、上・下両院の多数派を止めてしまっ

た事実は政治・倫理的な問題を引き起こす。」＊77と批判した。確かに、政治的

には民主主義に反しているとの非難を免れないであろう。少数与党しか擁さ

ず、しかも辞職をしている内閣が、多数派の意見を無視することになるのだ

から。しかし、法的には問題がない。既に見たように、事務管理内閣は憲法

によって改正宣言に関する権限を認められているから。しかし、この点ミッ

シェルは慎重で、前内閣の宣言に拘束されていると何度か述べている。それ

は彼の内閣は従来の憲法慣習に沿っていると暗に主張して、批判を防いでい

るのである。Ecolo は、「気候法のための道が開かれた。」＊78と喜んだ。7条

の2が再び改正可能になったことは、気候法の制定を次の立法期の第一目標

としている Ecolo にとって新たな機会を提供するものではある。ただ、フラ

マン語系政党が反対しているという政治状況に変わりはないから、簡単では

ない。特に特別法の制定には、先ず憲法7条の2の改正が必要であり、その

次に、何度も言うようだが、3分の2の賛成獲得と各言語グループでの過半

数の賛成も必要なのである。
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憲法改正宣言は、5月20日に正式に作成され、同23日に官報に登載された。＊79

結論に代えて

このような経緯を経て、2019‐2024年立法期に関わる「憲法改正宣言」が

作成された。とても限定された内容になったので、次の立法期には国家改革

を行うことができなくなった。確かに、N-VA の言うように、憲法改正を経

ないで行った制度改革もないではない。過去の例（第5次国家改革2000‐2001

年）もある。しかし、余程の条件が整わないと可能ではない。だから、次の

立法期は CD&V が提案したスケジュールと方法により、むしろ、将来の国

家像にじっくりと思いを致し、あるべき改革を考えるべき時ではなかろうか。

以下は、道聴塗説の類いとして御笑覧頂きたい。ワロニーの方は卑近な問

題でいずれ改革を願い出なければならなくなると思われる。経済紙 L’Echo

のインタビューに答えて、元首相ディルポ（PS）が、「（最後の国家改革は、

2025年からの国家的財政連帯の徐々の減少を予定しているがとの質問に）連

帯のメカニズムについて議論せねばならない日が来た。今日、地域圏の資金

調達 financement は、IPP（impôt des personnes physiques）に基づいてな

されている。…改正案を持っている訳ではないが、（この仕組みは）大いに

不公正だと言っているに過ぎない。それは現実を見ていない。ワロン人は人

口の32％を占めているだけだが、ワロニーは領土の52％を占めている。」＊80と

述べて、要するに、面積を考慮に入れた「税金の配分システムの見直し」を

求めているからである。第6次国家改革に基づき定められた2014年1月6日

財政特別法によって、「北部からのお金の移転は年にざっと60～80億ユーロ

であるが、この移転のかなりの部分が2025年から減少することになっていて、

2035年には消滅するのである。」＊81この時までにワロニーが経済的繁栄をして

いるとは誰も想像しないであろう。むしろ、リーマン・ショックよりも重大
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だとされる新コロナウイルスの世界的流行のベルギー経済への酷い影響に

よって、ワロニーは今よりも不況に喘ぐのではなかろうか。下手をすると直

ぐにお金の問題がのしかかってくる…。

思い起こせば、過去2回の国家改革で、仏語系の人々はお金を貰った。し

かし、その代わりに「見返り」を求められ、第5次では、コミューンと州に

関する法律の、第6次では、家族手当の、分権を認めざるを得なくなった。

そして、その影響は小さくなかった。次は、何を見返りに要求されるのだろ

うか。N-VA の国家連合はフラマン語系の人々にとっても論外だが、CD&V

が求めている「医療 soins de santé」は要注意である。フランス語系の人々

が恐れている「社会保障の分権」に小さな綻びが生じかねないからである。

この問題への対処方法の探求が南部ワロニーにとって喫緊の課題だと考える

が、如何。
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憲法改正宣言（2019年5月20日）

我々およびフィリップ、ベルギー人の国王、は、

以下について改正の余地があると宣言する。すなわち、

－憲法第7条の2

－憲法第Ⅱ編。安全に対する権利を保障する新条文を加えるため。

－憲法第Ⅱ編。身障者に対し権利および自由の享有を保障することを可能

にする新条文を加えるため。

－憲法第22条。

－憲法第23条。郵便、通信および交通に関する世界的業務に対する市民の

権利を定める新項を加えるため。

－憲法第25条。プレスの自由をその他の情報手段に拡大することを可能に

する項を加えるため。

－憲法第28条。

－憲法第29条。

－憲法第63条、§1から§3。

－憲法第148条、2項。

－憲法第150条。

ブリュッセルにて、2019年5月20日

署名フィリップ

以下署名略。

ベルギーの憲法改正宣言（M.B.,2019.5.23）について（武居） ―263―

（29）


